
（平成２４年９月２０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡厚生年金 事案 4486 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間については、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準報酬月額に係る記録を、平成９年５月は 41 万円、同年６月から

同年９月までは 44 万円、同年 10 月は 47 万円、同年 11 月及び同年 12 月は 44

万円、10 年１月は 41 万円、同年２月は 44 万円、同年３月及び同年４月は 47

万円、同年５月は 56 万円、同年６月は 47 万円、同年 7 月は 50 万円、同年８

月は 53 万円、同年９月から同年 11 月までは 50 万円、同年 12 月は 47 万円、

11 年１月から同年３月までは 50 万円、同年４月は 59 万円、同年５月は 50 万

円、同年６月及び同年 7月は 44万円、同年８月及び同年９月は 41万円、同年

10 月から 13 年２月までは 44 万円、同年３月は 53 万円、同年４月及び同年５

月は 44万円、同年６月は 38万円、同年７月は 44万円、同年８月から 14年３

月までは 41 万円、同年４月は 36 万円、同年５月及び同年６月は 38 万円、同

年７月は 34万円、同年８月及び同年９月は 41万円、同年 10月から 15年３月

までは 38 万円、同年４月から同年６月までは 44 万円、同年７月から同年 11

月までは 38万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年５月１日から 15年 12月１日まで 

Ａ社に勤めていた期間のうち、平成９年５月から 15 年 11 月までの標準

報酬月額が、保管していた給与明細書及び銀行の預金取引明細で確認でき

る報酬月額と比べて低いことが分かったので、正しい標準報酬月額に訂正

してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立人が提出した給与明細書及び預金取引明細並びに



  

Ｂ市から提出を受けた「平成 11 年度所得照会について（回答）」における社

会保険料控除額（年額）から確認又は推認できる報酬月額及び厚生年金保険料

控除額から判断すると、申立人は、申立期間について、オンライン記録の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料額を超える保険料額を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は

申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、平成９年５月は 41 万円、

同年６月から同年９月までは 44万円、同年 10月は 47万円、同年 11月及び同

年 12 月は 44 万円、10 年１月は 41 万円、同年２月は 44 万円、同年３月及び

同年４月は 47 万円、同年５月は 56 万円、同年６月は 47 万円、同年 7 月は 50

万円、同年８月は 53万円、同年９月から同年 11月までは 50万円、同年 12月

は 47 万円、11 年１月から同年３月までは 50 万円、同年４月は 59 万円、同年

５月は 50 万円、同年６月及び同年 7 月は 44 万円、同年８月及び同年９月は

41 万円、同年 10 月から 13 年２月までは 44 万円、同年３月は 53 万円、同年

４月及び同年５月は 44 万円、同年６月は 38 万円、同年７月は 44 万円、同年

８月から 14 年３月までは 41 万円、同年４月は 36 万円、同年５月及び同年６

月は 38 万円、同年７月は 34 万円、同年８月及び同年９月は 41 万円、同年 10

月から 15 年３月までは 38 万円、同年４月から同年６月までは 44 万円、同年

７月から同年 11月までは 38万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、厚生年金保険料額の算出及び控除について誤りを認めていると

ころ、申立人が提出した給与明細書、預金取引明細等により確認又は推認でき

る報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録上の標準

報酬月額が申立期間の全ての期間について一致しないことから判断すると、事

業主は給与明細書等で確認又は推認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う

標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該

報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 4487 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 40年７月 20日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を１万 8,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年７月 20日から同年８月１日まで          

私は、昭和 40 年４月１日にＡ社に入社し、同年７月に同社Ｃ事業所に異

動したが、59 年２月末に退職するまで、同社に継続して勤務していたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係るＡ社の従業員名簿、同社が人事総務業務を委託しているＤ社

の回答及び申立期間当時の同僚の回答から判断すると、申立人がＡ社に継続し

て勤務し（昭和 40年７月 20日にＡ社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿における昭和 40 年８月の記録から、１万

8,000円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は不明としているが、Ａ社及び同社Ｃ事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿により、申立人と同様に異動した同僚 13 人の資格喪失日

（昭和 40 年７月 20 日）及び資格取得日（昭和 40 年８月１日）についても、

申立人と同日となっていることが確認でき、社会保険事務所（当時）が申立人

と同様に異動した全員の資格喪失日及び資格取得日をいずれも誤るとは考え難

いことから、事業主が記録どおりの届出を行い、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 40 年７月の保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



  

福岡国民年金 事案 2604 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年５月から 56年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等     

氏    名 ： 男     

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年５月から 56年１月まで 

    私が昭和 48 年５月から勤務したＡ社(現在は、Ｂ社)は、当時、厚生年金

保険の適用事業所ではなく、当時の同僚には、国民年金に加入して、国民年

金保険料を納付している記録がある。同事業所が、従業員の国民年金保険料

を給与から控除して納付してくれていたと思うので、申立期間が国民年金に

未加入で、保険料が未納とされている記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時、Ａ社が従業員の国民年金保険料を給与から控除し

て納付してくれていたと思うと供述しているが、申立期間当時、申立人に対し

て国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当た

らず、申立期間は未加入期間であるため、制度上、保険料を納付することがで

きない期間である。 

   また、当該事業所の事業主、その親族及び申立人が記憶する同僚等の計 15

人のうち、事業主及び申立期間途中に入社した同僚４人を除く 10 人が、申立

期間当初から国民年金に加入しており、保険料を納付していたことが確認でき

るものの、国民年金収滞納一覧表により納付日を確認できる９人は、大半が異

なる納付日となっており、そのうち７人は昭和 51年又は 52年に保険料納付を

口座振替にしている。 

さらに、申立期間のうちの昭和 51 年から 53 年までの期間に入社したとみ

られる同僚計４人のうち、国民年金収滞納一覧表により、56 年 12 月分までの

納付日が確認できる３人についても、それぞれの納付日が同一となっていない

ことから、当該事業所が従業員の保険料を給与から控除して納付を行っていた

とは判断し難い。 



  

   加えて、事業主が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（給

与明細書、確定申告書等）は無く、事業主は既に死亡しており、当時の納付状

況等を確認することができない上、ほかに申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 4488 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

         住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年５月頃から 48年７月１日まで 

             ② 昭和 54年４月１日から 57年１月 31日まで 

             ③ 昭和 57年５月頃から平成元年５月頃まで 

             ④ 平成２年７月１日から４年３月頃まで 

申立期間①については、Ａ社に昭和 44 年５月頃から 48 年８月頃まで勤

務したが、同社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、同年７月１日から

同年８月 21日までの期間とされている。 

申立期間②については、昭和 54 年３月末で閉鎖されたＢ社Ｃ支店の事業

を、私が個人で継続し、支店長として同年４月１日から 57 年１月 30 日ま

で勤務したにもかかわらず、当該期間に係る厚生年金保険の被保険者記録

が確認できない。 

申立期間③については、Ｄ市に所在していたＥ社に昭和 57 年５月頃から

平成元年５月頃まで勤務したが、当該期間に係る厚生年金保険の被保険者

記録が確認できない。 

申立期間④については、Ｆ社に平成２年４月頃から４年３月頃までの約

２年間勤務したが、同社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、２年４月

２日から同年７月１日までの期間とされている。 

全ての申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の者から、申

立人の申立期間に係る勤務実態についての供述が得られず、当該期間にお

ける雇用保険の記録も確認できないことから、当該期間における申立人の

勤務については推認することができない。 



  

また、申立事業所の事業主は、「申立人は、勤務開始後１か月ほどで無

断欠勤をした。退職届を提出しなかったため、自宅を探し、出向いた記憶

がある。」と回答しており、申立人の申立事業所における厚生年金保険の

被保険者記録とほぼ一致する。 

さらに、申立人は、Ａ社が移転したことを憶
おぼ

えているので、申立事業所

に係る厚生年金保険の被保険者期間が退職前の１か月間しか確認できない

ことは考えられないと供述しているが、Ａ社の移転日については、申立事

業所の法人登記から、申立人が厚生年金保険被保険者の資格を喪失した昭

和 48 年８月 21 日に近接する同年８月 28 日であることが確認できることか

ら、申立人は申立事業所の移転時に在職していなくても当該移転を知って

いたと推測できる。 

加えて、Ａ社には、当該期間の資料は残されておらず、申立人の勤務実

態、厚生年金保険の加入状況及び給与からの厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

 

２ 申立期間②については、申立人は、Ｂ社Ｃ支店が閉鎖された後の当該期間

に、個人で同社同支店の事業を引き継ぎ同支店の支店長として勤務してい

たと供述しているところ、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿において厚生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の者は、

「Ｃ支店閉鎖後に申立人が本社に仕入れに来たことを憶
おぼ

えており、申立人

がＢ社の名前を使用し、独自に当該支店の取引先に販売を行っていた可能

性も十分ある。」と供述しており、期間の特定はできないものの、申立人

は、申立事業所と同種の事業を営んでいた可能性が認められる。 

しかしながら、適用事業所名簿によれば、当該期間において、申立人が

勤務したと主張するＤ市内に「Ｂ社」という名称を使用した厚生年金保険

の適用事業所は確認できない上、申立人及び同僚の前述の供述から判断す

ると、同期間においては、申立人は個人事業主であったと思われ、厚生年

金保険の制度上、同保険に加入することはできなかったと考えられる。 

また、申立人の申立事業所に係る雇用保険の被保険者記録では、昭和 48

年 11 月１日に資格を取得し、54 年３月 31 日に離職したことが確認でき、

申立人に係る厚生年金保険の被保険者記録と一致する上、申立人は、Ｂ社

を退職した後に失業給付を受給したと思うと供述しているところ、雇用保

険被保険者台帳により、申立人に対し離職日以降に離職票が交付され、支

給番号が付番されていることが確認できる。 

さらに、Ｇ厚生年金基金が保管する申立人に係る加入記録は、昭和 48 年

11 月１日から 54 年４月１日までの期間とされており、申立人の申立事業所

に係る厚生年金保険の被保険者記録と一致する。 

加えて、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しておらず、当

時の事業主も、当該期間に係る資料は無いと回答しており、申立人の勤務

実態、厚生年金保険の加入状況及び給与からの厚生年金保険料の控除につ



  

いて確認することができない。 

 

３ 申立期間③については、申立人が記憶しているＥ社の所在地が申立事業所

に係る法人登記及び健康保険厚生年金保険被保険者名簿により確認できる

Ｅ社Ｈ支店の所在地とほぼ一致していることから、勤務期間の特定はでき

ないものの、申立人が、Ｅ社Ｈ支店において勤務していたと推認される。 

しかしながら、申立人は、申立期間③のうち、昭和 58 年９月 28 日から

平成元年５月頃までの期間は、Ｉ市において国民健康保険の被保険者で

あったことが確認できる上、申立人のＥ社Ｈ支店における雇用保険の被保

険者記録は確認できない。 

また、Ｅ社Ｈ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において厚

生年金保険の被保険者記録が確認できる複数の者からは、申立人の勤務実

態についての供述を得ることができない上、同社は、既に厚生年金保険の

適用事業所に該当しておらず、当時の事業主も、申立期間③に係る資料は

無いと回答しており、申立人の勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び給

与からの厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、Ｅ社の前身であるＪ社（昭和 61 年２月 20 日にＥ社へ名称変

更）、Ｊ社Ｋ支店、Ｅ社及びＥ社Ｈ支店に係る各健康保険厚生年金保険被

保険者名簿並びにオンライン記録からは、申立人の申立期間に係る厚生年

金保険の被保険者記録は確認できない上、健康保険の整理番号に欠番が無

いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

 

４ 申立期間④については、Ｆ社の元事業主及びオンライン記録において申立

事業所に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者から、申立人の

ことを憶
おぼ

えている旨の供述は得られるものの、当該期間における申立人の

勤務実態についての供述は得られず、当該期間において、申立人が申立事

業所に勤務していたことを推認することができない。 

また、申立事業所は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しておらず、

前述の元事業主も、当該期間に係る資料は無いと回答しており、申立人の

勤務実態、厚生年金保険の加入状況及び給与からの厚生年金保険料の控除

について確認することができない。 

 

５ このほか、全ての申立期間について、申立人の勤務実態及び厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として全ての申立期間に係る厚生年金保険

料を各事業主より給与から控除されていたと認めることはできない。 


